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近
年
、
高
齢
者
の
方
を
狙
っ
た
不

審
電
話
が
多
発
し
て
お
り
、中
で
も
、

Ａ
Ｔ
Ｍ（
現
金
自
動
預
払
機
）を
使
っ

て
お
金
を
振
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る

事
例
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
の
手
口
は
、

左
記
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

　

役
場
職
員
や
、
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
職
員
が
、
医
療
費
・
保

険
料
の
還
付
手
続
き
等
に
つ
い
て
、

電
話
に
よ
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
手
続
き
を

お
願
い
す
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。

　

県
内
に
お
い
て
も
不
審
電
話
は
発

生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
内
容

の
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
手
続

き
を
す
る
前
に
、
い
き
い
き
長
寿
課

ま
た
は
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

も
し
も
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た

ら
、必
ず
お
近
く
の
警
察
署
へ
被
害
届

を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

★
御
坊
警
察
署

（
☎
２
３
・
０
１
１
０
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
・
相
談
先
】

　

い
き
い
き
長
寿
課

　
（
☎
６
３・
３
８
０
７
）

　

和
歌
山
県

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
（
☎
０
７
３・
４
２
８・
６
６
８
８
）

　

電
話
で
、『
医
療
費
や
保
険
料
の

還
付
金
が
あ
る
』と
言
っ
た
り
、

『
還
付
通
知
書
を
送
っ
て
い
る
け

ど
内
容
は
確
認
し
て
ま
す
か
？
』

と
言
っ
て
く
る
。

　

携
帯
電
話
の
番
号
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
有
無
を
聞
か
れ
、

『
還
付
手
続
き
の
期
限
が
今
日
ま

で
だ
か
ら
急
い
で
近
く
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
あ
る
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
・
ス
ー
パ
ー
等
へ
行
っ
て

く
だ
さ
い
』と
言
葉
巧
み
に
誘
導

し
、入
金
さ
せ
る
。

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
在
宅

の
認
知
症
高
齢
者
が
屋
外
で
徘
徊
し

た
と
き
に
、事
故
防
止
な
ど
家
族
の

介
護
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、早

期
に
発
見
す
る
位
置
情
報
検
索
シ
ス

テ
ム（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
）を
利
用
し
た
端
末
機

を
貸
与
し
、加
入
料
や
月
額
基
本
料

金
は
日
高
町
が
負
担
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
て
い
ま
す（
た
だ
し
、現
場
急

行
サ
ー
ビ
ス
や
機
器
を
紛
失
し
た
場

合
は
利
用
者
負
担
で
す
）。

利
用
対
象
者

�

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、か
つ
、当
町

の
被
保
険
者
で
あ
り
介
護
保
険
法

に
規
定
す
る
要
介
護
ま
た
は
要
支

援
に
該
当
し
、徘
徊
高
齢
者
を
在

宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
等

�
・
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
無
い
こ
と

事
業
実
施
ま
で

①
役
場
い
き
い
き
長
寿
課
で
申
請
手

続
き
を
し
ま
す
。

②
申
請
後
に
利
用
決
定
の
あ
っ
た

認
知
症
高
齢
者
の
い
る
世
帯
に

位
置
情
報
端
末
機（
携
帯
用
小

型
）を
配
付
し
認
知
症
高
齢
者
に

装
着
し
ま
す
。

③
屋
外
で
の
徘
徊
に
よ
り
所
在
不
明

に
な
っ
た
際
、家
族
等
が
位
置
検

索
を
契
約
位
置
情
報
提
供
事
業
者

に
依
頼
し
ま
す
。

④
依
頼
を
受
け
た
位
置
情
報
提
供
事

業
者
が
位
置
検
索
し
た
情
報
を
電

話
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に

よ
り
提
供
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

い
き
い
き
長
寿
課

　
（
☎
６
３・
３
８
０
７
）

徘
徊
高
齢
者
位
置
検
索

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

不
審
電
話
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

あなたのマナーは、大丈夫？！
犬
●放し飼いは、やめる
●リードをつけて散歩する
●散歩時のフンは必ず持ち帰る
●狂犬病予防注射を受ける
猫
●首輪などで飼い主を明示する
●できる限り室内で飼う（放し飼いを極力さける）
●自宅でのトイレをしつける
●野良猫にエサをあげない
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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タ
クシー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２,000円分を助成券で交付します。
　②２冊目以降は同様のものを、8,000円で販売します。
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　令和5年3月末までです。

対象者
　町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和23年4月1日以前に生まれた方）

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に
　　「利用者証」を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎22・3366 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

こころケア ☎090・6662・7111 介護タクシーふくしん ☎20・5272

熊野御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者外出支援事業

【お問い合わせ先】いきいき長寿課（☎�６３・３８０７）

「
介
護
予
防
・
日
常
生
活

圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
」

に
ご
協
力
を

　

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー

ズ
調
査
と
は
、
町
内
に
お
住
ま
い
の

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
生
活
状
況
や

地
域
課
題
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

で
す
。
多
く
の
項
目
を
設
け
て
い
ま

す
が
、
身
近
な
内
容
で
答
え
や
す
い

質
問
ば
か
り
な
の
で
、
回
答
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

町
内
に
お
住
ま
い
の
65
歳
以
上
の

高
齢
者
で
無
作
為
抽
出
に
よ
る
約

４
０
０
名
の
方

■
調
査
方
法

　

該
当
の
方
に
は
、
調
査
票
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
記
入
い
た
だ
い
た
調

査
票
は
同
封
の
返
信
封
筒
へ
入
れ
て

郵
便
ポ
ス
ト
へ
投
函
く
だ
さ
い
。

■
調
査
期
間

　

令
和
５
年
１
月
13
日（
金
）ま
で

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
い
き
い
き
長
寿
課

　
（
☎
６
３・３
８
０
７
）
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